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１．はじめに

特許引用情報は様々な目的で利用されている。例え

ば，特許の価値の指標(1)，ノレッジフローの指標(2)，技

術的進歩を分析するための情報(3)，などである。

特許引用情報がこのように多彩に用いられている一

因としては，特許引用情報が，多面的な情報を有して

いることが挙げられる。特許引用情報のうち，特に，

特許−特許間の引用情報は，少なくとも 2つの視点か

ら分析することが可能である（図 1参照）。

図 1 特許引用情報の種類

1 つには，時間軸の視点である。ある特許出願を分

析対象とした場合において，分析対象の特許出願が過

去（時間軸で後方）に公開済みの特許文献を引用して

いる場合，そのような引用を「後方引用」と呼び，一

方，分析対象の特許出願に由来する特許文献が後続

（時間軸で前方）の特許出願によって引用されている

場合，そのような引用を「前方引用」と呼ぶ。この視

点は相対的なものであり，一つの特許−特許間の引用

情報が存在した場合，引用している特許（引用元）か

ら見ると，その引用は後方引用であるが，引用されて

いる特許（引用先）から見ると，その引用は前方引用

となる。
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特許引用情報のうち，特許−特許間の引用情報である「前方引用件数」は，その特許がどれだけの後続特許

によって引用されているかを示す値であり，この値が大きい特許，すなわち，より多くの後続特許によって引

用された特許ほど，影響力の強い重要な特許であり，特許の価値や質が高いと考えられている。

本稿では，特許−特許間の引用情報に関する先行研究を紹介するとともに，「審査官前方引用件数」（その特

許がどれだけの後続特許において，審査官によって引用されているか）に着目して筆者らがこれまでに行った

研究成果，特に，日米の審査官の引用傾向の相違，及び日米における審査官前方引用件数の有用性に対するそ

の影響などについて報告する。
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もう一つの視点は，引用行動の主体である。実際に

特許−特許間の引用情報が形成されるのは，出願人が

自分自身の特許出願に関連する技術として，特許明細

書 や 情 報 開 示 陳 述 書（Information Disclosure

Statement：IDS）に特許文献を記載する場合や，審査

官が特許出願の審査の際に，拒絶理由を構築するため

に特許文献を用いる場合などである。前者における引

用行動の主体は出願人であることから「出願人引用」

と呼ばれ，後者における引用行動の主体は審査官であ

ることから「審査官引用」と呼ばれる。

これらの視点を適宜組み合わせることで，特許−特

許間の引用情報は様々な角度から分析することが可能

である。例えば，ある対象特許出願の引用件数を算出

するにあたっても，「後方引用件数」（その特許出願が

どれだけの特許文献を引用しているか）と，「前方引用

件数」（その特許出願がどれだけの後続特許によって

引用されているか）の 2つの数値を算出することがで

き，そして，必要に応じて，両者を「審査官引用」と

「出願人引用」とにさらに細分化することが可能であ

る。

本稿では，特許−特許間の引用情報に関する先行研

究を紹介するとともに，審査官前方引用件数（その特

許がどれだけの後続特許において，審査官によって引

用されているか）に着目して筆者らがこれまでに行っ

た研究成果，特に，日米における審査官の引用傾向の

比較，及び日米における審査官前方引用件数の有用性

に関する検証結果について報告する。

２．先行研究

（１） 前方引用件数に関する研究

上述のとおり，特許−特許間の引用情報の分析にお

いては，様々な種類の数値を用いることが可能である

が，これらのうち，最も多くの研究が行われているの

は「前方引用件数」である。「前方引用件数」は，その

特許がどれだけの後続特許によって引用されているか

を示す値であり，この値が大きい特許，すなわち，よ

り多くの後続特許によって引用された特許ほど，影響

力の強い重要な特許であり，特許の価値や質が高いと

考えられている。このような考えに基づいた研究は

30 年以上前から数多く行われており，実際に，前方引

用件数が特許の価値と相関していることを実証してい

る研究は多数知られている。

例えば，Carpenter ら(4)は，米国における特許のう

ち，100 件の重要特許(5)と，102 件のランダムに選択さ

れたコントロール特許の前方引用件数を比較し，重要

特許の平均前方引用件数が，コントロール特許の前方

引用件数よりも有意に大きかったことを報告してい

る。

また，Albert ら(6)は，Eastman Kodak Research

Laboratories社が所有する特許 129件を，それらの特

許が受けた前方引用件数に応じて 8つのグループに区

分し，専門家の評価との関係を検証した結果，前方引

用件数が大きい特許グループほど，専門家による評価

が高かったことを述べている。

Harhoff ら(7)は，特許権の維持期間と，前方引用件

数との関係について分析を行い，特許権満了までの全

期間にわたって特許権が維持された特許の方が，その

ような限定のない通常の特許よりも，平均前方引用件

数が有意に大きかったことを報告している。さらに彼

らは，特許権者へのインタビューに基づいて推定した

各特許の経済的価値と，前方引用件数との関係につい

ても分析を行い，推定される経済的価値の高い特許

（$20 million 以上）の方が，低い特許（$20 million未

満）よりも，有意に大きな平均前方引用件数を有して

いたことも報告している。

（２） 審査官前方引用件数に関する研究

これらのような研究に基づき，現在，前方引用件数

は「特許の価値」の指標として広く用いられている(8)。

しかしながら，これらの先行研究のほとんどにおいて

は，出願人引用と審査官引用とが全く区別されていな

かった。この背景には，米国において，2001 年まで，

米国の特許公報のトップページの0References Cited1

欄に記載された引用文献が，出願人による引用である

か，審査官による引用であるかを区別することができ

なかったという事情が存在する。すなわち，最も多く

の研究において分析対象とされていた米国において，

「前方引用件数」を「出願人前方引用件数」と「審査官

前方引用件数」に細分化することができなかったので

ある。

2001 年の制度変更によって，米国において，出願人

引用と審査官引用とを区別できるようになったことか

ら，近年になってようやく，「前方引用件数」を「出願

人前方引用件数」と「審査官前方引用件数」に細分化

した研究が報告され始めている。

Hegde ら(9)は，前方引用件数を「出願人前方引用件
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数」と「審査官前方引用件数」に分割して，特許権の

更新状況との関係について検証した結果，特許が更新

されるか否かに対して，審査官前方引用件数は有意な

正の相関を有していたのに対し，出願人前方引用件数

はそのような相関を確認できないか，確認できたとし

ても弱い相関しか有していなかったことを報告してい

る。

また，Cotropia ら(10)は，ランダム抽出したサンプル

（1％）について分析した結果，それまで「前方引用」

としてカウントされていた引用文献の 73.5%が「出願

人前方引用」であったのに対し，それらのうち，新規

性又は進歩性を否定する根拠として審査官によって用

いられているのはわずか 2%であったことを報告して

いる。そして，特許の前方引用件数を特許の価値の指

標として用いることについて，過去の研究において

は，全ての引用が審査官によって使用されていること

を前提としているが，実際には，過去の研究で想定さ

れているよりも多くのノイズが，引用件数に含まれて

いるのではないかとの意見を示している。

（３） 審査官前方引用件数の有用性に関する論争

このように，米国においては，出願人前方引用件数

よりも審査官前方引用件数の方が特許の更新に対して

強い影響力を有していること，及び出願人前方引用件

数がノイズとなっている可能性があることが報告され

ており，日本においても同様に，出願人前方引用件数

よりも審査官前方引用件数の方が，特許の重要性に対

して正の説明力を持つことが報告されている(11)。

これらの先行研究を踏まえると，日米いずれの国に

おいても，「審査官前方引用件数」は，「出願人前方引

用件数」よりもより適切に「特許の価値」を反映して

いる指標であることが想定される。しかしながら一方

で，「審査官前方引用件数」の有用性に疑問を呈してい

る報告も少なからず知られている。

Cockburn ら(12)は，米国の特許審査官 196 名を対象

として，各審査官が審査した特許の後方引用件数及び

前方引用件数などについて分析を行い，各審査官が審

査した特許の前方引用件数平均値の分布が，非常にゆ

がんでいることを述べている。そして，前方引用件数

は特許の価値の指標として用いられているが，どれだ

け前方引用件数を受けるかは，実際にはかなりの部分

において，審査官の性質（すなわち，どの審査官が審

査するか）に由来するのではないか，との見解を述べ，

前方引用件数の有用性に疑義を示している。

Meyer(13)は，審査官によって引用される文献には，

重要性が異なる文献（新規性や進歩性を否定し得る文

献と，一般的な技術水準を示すだけの文献）が混在し

ており，よく引用される文献が必ずしも技術的・経済

的に重要であるとは限らないとの見解を述べている。

さらに，三原(14)も，審査官は周知技術として文献を

提示するケースが少なくないことを述べ，審査官によ

る前方引用件数を特許の価値の指標とすることの危険

性を指摘している。

３．日本における審査官前方引用件数の有用性の

検証

このように，「審査官前方引用件数」を特許の価値の

指標として用いることについて，否定的な見解を示す

報告も知られているが，いずれも疑義を示すに止まっ

ており，具体的なデータを示して，「審査官前方引用件

数」を「特許の価値」の指標として用いることを否定

するには至っていなかった。

そのような状況の下，筆者らは先の報告(15)におい

て，具体的なデータに基づき，日本における審査官前

方引用件数の有用性を検証した。

以下に，その概要を紹介する。

（１） 分析のアプローチ

筆者らは，審査官前方引用件数の有用性を確認する

ために，特許出願段階の出願人の自己選択結果に特に

着目し，特許が成立していない出願をも分析対象に加

えた上で，審査官前方引用件数と特許出願段階の出願

人の自己選択結果との直接的な関係を，多面的な観点

から分析した。

具体的には，図 2に示した 6つの自己選択項目にお

ける選択結果に着目し，審査官前方引用件数との直接

的な関係を分析した。
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図 2 特許出願段階における出願人の自己選択項目

上記のような，特許出願段階における自己選択にお

いては，特許が成立した場合にもたらされるであろう

「特許の価値」を出願人が的確に評価することは困難

であるから，出願人は，「特許の価値」というよりはむ

しろ，「特許出願の潜在的価値」に基づいて，自己選択

を行っていると捉えるのが妥当であると考えられる。

すなわち，特許出願段階においては，出願人は，「特許

出願の潜在的価値」の相対的な比較により自己選択を

行っている傾向が強いと考えられる。

例えば，「B) 審査請求の有無」の自己選択を行うに

当たっては，出願人は，将来的に得られると予想され

る利益が高い出願，すなわち，潜在的価値の高い特許

出願を優先して審査請求すると考えられる。したがっ

て，Yes が選択された特許出願（審査請求された特許

出願）の方が，相対的に潜在的価値が高い特許出願で

ある傾向が強く，逆に，No が選択された特許出願（審

査請求されなかった特許出願）の方が，相対的に潜在

的価値が低い特許出願である傾向が強いと考えられ

る。同様のロジックにより，A)〜F)いずれの自己選

択項目においても，Yes が選択された特許出願の方

が，相対的に潜在的価値が高い特許出願である傾向が

強いと考えられる。

したがって，仮に，審査官前方引用件数が，特許出

願の潜在的価値の指標としての有用性を有するのであ

れば，いずれの自己選択項目においても，Yes が選択

された出願グループの方が，平均の審査官引用前方件

数が大きくなるはずである。

（２） 分析方法

このことを検証するために，以下の手法を用いて分

析を行った。

＜特許情報＞

1991-2000 年度の日本特許庁への特許出願（約 370

万件）のうち，約 1％にあたる 36,776件をランダムに

選択し，分析対象とした。

これらの出願について，基礎情報（発明者，出願人，

IPC，パテントファミリー，審査経過情報等）を NRI

サイバーパテントデスク 2（https://www.nri-cyberp

atent.co.jp/）より取得した。また，審査官による引

用・被引用情報は，IIP パテントデータベースより取

得した(16)。IIP パテントデータベースは，日本特許庁

が提供する特許データをベースに作成された，日本特

許庁への出願を包括的に収録しているデータベースで

ある(17)。IIP パテントデータベースを利用することに

より，分析対象出願の引用・被引用情報のみならず，

1991-2000 年度の日本特許庁への全出願の引用・被引

用情報を取得することが可能となった。

＜審査官前方引用文献数の基準化＞

前方引用情報を分析するにあたっては，出願日の差

に基づく「切断バイアス」を考慮する必要がある。こ

こで，「切断バイアス」とは，公報が発行されてからの

期間が長ければ長いほど，引用される機会が増え，引

用されやすいために生じるバイアスを意味する。この

バイアスをキャンセルするため，以下の方法によって

基準化審査官前方引用文献数（NEFCs: Normalized

examiner forward citations）を導出した。

すなわち，IIP パテントデータベースより，

1991-2000 年度の全出願（約 370万件）についてそれ

ぞれ審査官前方引用件数を算出し，出願年度 i におけ

る技術区分(18)jの審査官前方引用文献数の平均値μi,j

及び標準偏差σi,jを導出した。そして，各特許出願の

出願年度 i，技術区分 j，前方引用文献数 xより，以下

の式に基づき，NEFCs を算出した。

NEFCs(i,j,x)=
x,u i,j

^ i,j

これにより，出願年度，及び，技術区分の違いによ

るバイアスをキャンセルすることが可能である。この

値を用いて，上述のA)〜F)いずれの自己選択結果と，

審査官前方引用件数との関係について分析を行った。

（３） 分析結果

分析の結果，A)〜F)の全ての自己選択項目につい

て，Yes が選択された出願グループ，すなわち，潜在
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的価値の高い出願グループの方が，そうでないグルー

プに対して NEFCs の平均値が大きいことが確認され

た（表 1）。また，分析対象を技術分野別，あるいは請

求項数別に区分して同様の分析を行った場合にも，全

ての自己選択項目において，Yes のグループが，No の

グループよりも大きい NEFC の平均値を示すことが

確認された（データは省略）。

表 1 NEFCs vs 特許出願段階における出願人の自己評価結果(19)

さらに，パテントファミリーを分析し，出願国数と

NEFCs との関係について調査した結果，出願国数が

より多い出願グループほど，NEFCs 大きくなる傾向

が観察された(20)（図 3）。通常，出願国数が多ければ多

いほど出願コストは大きくなることから，出願国数の

多い出願グループは，それだけ高い潜在的価値を有す

る出願グループであるといえる。したがって，この結

果においても，潜在的価値の高い出願グループほど，

審査官前方引用件数が大きいことが確認された。

図 3 NEFCs vs パテントファミリー中の出願国数(21)

（４） まとめ

これらの分析結果より，出願グループの潜在的価値

と審査官前方引用件数とは正の相関関係を有してお

り，日本における審査官前方引用件数は，出願グルー

プ間の比較分析において，「特許出願の潜在的価値」の

指標としての有用性を有すると結論付けることができ

る。

４．日米における審査官の引用傾向の比較分析

このように，日本の特許出願の出願グループ間の比

較分析において，「審査官前方引用件数」は「特許出願

の潜在的価値の指標」として有用であることが確認さ

れた。しかしながら，この結果のみをもって，日本以

外の国においても，「審査官前方引用件数」が同様の有

用性を有するとは，直ちには結論付けることができな

い。これは，国によって特許制度や歴史的背景などが

異なっているために生じる問題であり，「審査官前方

引用件数」を用いた分析に限らず，特許引用情報を用

いた国際比較分析においては，国ごとの制度や運用の

相違について十分留意する必要がある(22)。

この点に関して考察すると，特に，日本と米国にお

ける出願公開制度の導入時期の相違は，両国の審査官

の引用傾向に多大な影響を及ぼしている可能性があ

る。現在，日米両国において，審査官が引用可能な特

許文献としては，特許出願後，特許成立前に公開され

る「公開公報」と，特許成立後に公開される「特許公

報」の 2種類が存在するが，米国においては，2000 年

11月 29日に出願公開制度が導入されるまでは，特許

が成立しないと出願が公開されなかったため，審査官

が引用可能な特許文献は特許公報のみであった（図 4

参照）。出願公開制度の導入後には，米国でも公開公

報を引用することが可能となったが，このような歴史

的背景の相違は，審査官の引用傾向に大きな影響を与

えている可能性が高い。
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図 4 米国における出願公開制度導入による変化

これを踏まえ，筆者らは，審査官前方引用件数にお

ける特許引用文献の種類にも留意しつつ，日米におけ

る審査官の引用傾向の相違を確認した結果を既に報告

している(23)。

その概要についても以下のとおり紹介する。

（１） 分析のアプローチ

筆者らは，日米における審査官の引用傾向の相違を

確認するに当たり，日米において実質的に等価な特許

出願同士を比較することが最も妥当であると考えた。

そこで，日米において，明細書に記載されている内容，

及び，請求項の内容が一致している可能性が高いと考

えられる特許出願の組合せを抽出し，審査官前方引用

件数の日米比較を行うこととした。

また，審査官が引用する特許文献の種類（公開公

報・特許公報）にも着目して分析を行うため，日米各

国における審査官引用件数を，それぞれ以下の 3種類

のサイテーションタイプで集計することとした

（0XX1は「米国」又は「日本」を意味する）（図 5参

照）。

・分析対象の特許出願の公開公報又は特許公報の少な

くともいずれか一方を引用している後の出願の件数

をカウント（サイテーションタイプ：XX [公開+特

許]）

・分析対象の特許出願の公開公報を引用している後の

出願の件数をカウント（サイテーションタイプ：

XX [公開]）

・分析対象の特許出願の特許公報を引用している後の

出願の件数をカウント（サイテーションタイプ：

XX [特許]）

図 5 各サイテーションタイプにおける審査官前方引用件数の

カウント方法(24)

（２） 分析方法

以下の手法を用いて分析を行った。

＜特許情報＞

2001-2005 年度の日本への特許出願（約 200 万件）

のうち，約 1％にあたる 19,985 件をランダムに選択

し，次いで，それらのうち，米国のA1 公報（公開公

報）をファミリー内に含む出願(25)を特定することによ

り，DOCDB(26)において同一のパテントファミリーに

含まれる米国と日本の特許出願の組み合わせを抽出し

た（6,754件）。

さらに，明細書の内容のみならず，請求項の内容ま

でもが一致している可能性が高いと考えられる特許出

願の組み合わせのみに限定するため(27)，以下のA.ま

たは B.の要件に該当する組み合わせのみを抽出した。

以下の条件に合致する日米特許出願の組み合わせは

2,145件であった(28)。

A. PCT出願

同一の PCT出願に由来する日米の特許出願は，通

常，明細書及び請求項の内容が一致する。したがっ

て，米国出願の国際出願番号と，日本出願の国際出願

番号が一致する出願を抽出した（1,003 件）。

B. 非 PCT出願

A.以外の出願から，以下に示す 1-3 の全ての要件を

満たす特許出願の組み合わせを抽出した（1,142 件）。
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1．両出願の公開公報における請求項数が一致

2．両出願の公開公報における発明者数が一致

3．両出願の出願日の差が 12月以内(29)

（３） 分析結果

上記のように抽出した日米の特許出願の各組合せに

おいて，日米それぞれの国における審査官前方引用件

数を，サイテーションタイプ別に集計した(30)（表 2 参

照）。

表 2 日米における審査官前方引用件数の集計結果(31)

この結果，日米において，審査官の引用傾向に，極

めて明確な差があることが確認された。最も注目すべ

き点は，日本[特許]（日本において，分析対象特許出

願の特許公報を引用している後の出願の件数）の平均

値（0.01）が限りなく 0に近い点である。このため，日

本[公開+特許]（日本において，分析対象の公開公報

又は特許公報の少なくともいずれか一方を引用してい

る後の出願の件数）と，日本[公開]（日本において，

分析対象特許出願の公開公報を引用している後の出願

の件数）の平均値は同じ値（1.07）となっている。すな

わち，日本では実質的に公開公報のみが引用されてお

り，特許公報はほとんど引用されていない。

一方，米国では，米国[公開]の方が平均値（1.01）の

方が大きいものの，米国[特許]の平均値も 0.70 であ

り，日本とは異なり，特許公報が少なからず引用され

ていることが明らかとなった。

（４） 考察

日本において，審査官が実質的に公開公報しか引用

していない理由としては，大きく 3つの要因が想定さ

れる。①公開公報と特許公報では，公開公報の方が早

く公開されること（新規性や進歩性を否定する根拠と

して審査官が引用できるのは，審査対象の特許出願の

出願前に公知になっている文献のみであるため，早く

公開される文献の方が審査官に引用されやすい），②

特許出願後に，補正によって新規事項を追加すること

が禁止されていること（補正によって記載内容を削除

することは認められ得るが，新規事項を追加すること

は認められないため，公開公報の方が特許公報より

も，記載される内容が豊富となる），③公開公報はほぼ

全ての特許出願について発行されるが，特許公報は特

許が成立した出願でしか発行されないこと，の 3つで

ある。

これらの 3つの要因を考慮すると，公開公報の方が

特許公報よりも，先に，かつ豊富な内容で公開され，

加えて，そのカバレージも包括的であることが理解で

きる。そのため，通常は，審査官は公開公報を優先し

て検索・引用すれば十分であり，このことが，日本に

おいて，審査官が実質的に公開公報しか引用していな

い理由であると考えられる。

上記の 3つの要因は，米国においてもほぼ同様であ

ることから，米国においても，公開公報の方が特許公

報よりも引用文献として用いられやすい環境が整って

いる。それにもかかわらず，米国においては，上述の

とおり，特許公報が少なからず引用されている。

日米において，審査官の引用傾向がこのように相違

している背景には，上述した出願公開制度の導入時期

の相違が影響している可能性が高いと考えられる。す

なわち，米国において，出願公開制度導入前の特許出

願（出願日が 2000 年 11月 28日以前の特許出願）につ

いては，公開公報は発行されていなかったため（図 4

参照），出願公開制度が導入されるまでは，審査官は，

特許公報のみを検索・引用していた。一方，出願公開

制度の導入後は，審査官は，特許公報のみならず，公

開公報を引用することも可能となった。上述のとお

り，公開公報の方が特許公報よりも先に，かつ豊富な

内容で公開されており，さらに，公開公報を検索すれ

ば，特許公報が発行されていない出願も含めて網羅的

な検索が可能となることから，審査官は本来，公開公

報のみを検索・引用すれば十分であると考えられる。

そのような状況であるにもかかわらず，本分析の分析

対象の特許出願において，特許公報が引用されるケー

スが少なからず存在している理由について考察する

と，一つの仮説として，「出願公開制度の導入後も，優

先的に特許公報を引用し，必要な場合のみ公開公報を

引用する審査官が存在している」という可能性が考え

られる。

出願公開制度が導入された後であっても，審査官が

新規性，進歩性の判断をするためには，出願公開制度
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導入前の出願の特許文献，すなわち特許公報を検索・

引用することが必要である。なぜなら，審査官は，公

開済みの文献であれば，特許審査の際に新規性や進歩

性を否定するための先行技術として使用できることか

ら，出願公開制度導入前の出願の特許公報も，当然，

先行技術として引用可能であるからである。特に，出

願公開制度の導入から日が浅いうちは，公開公報はそ

れほど多く蓄積されていないことから，先行技術の大

部分は，出願公開制度導入前の出願の特許公報とな

る。したがって，優先的に特許公報を検索・引用し，

必要な場合のみ公開公報を検索・引用する米国審査官

が存在する可能性は十分にあると考えられる。さら

に，特に出願公開制度の導入からの日が浅いうちは，

特許公報を特に優先して引用し，公開公報をほとんど

引用しない審査官が存在する可能性も否定できない。

上述のとおり，米国審査官は，出願公開制度導入前は

特許公報のみを検索・引用していたのであり，そのよ

うな習慣が，出願公開導入後にも維持されていた可能

性は十分に考えられる。

５．米国審査官の引用傾向の分析

上記の報告(33)においては，「出願公開制度の導入後

も，優先的に特許公報を引用し，必要な場合のみ公開

公報を引用する審査官が存在している」という仮説を

提示し，それを間接的に支持するデータ（本稿では省

略）を提示したものの，上記仮説を直接的に検証する

には至らなかった。

この点に関し，新たにデータを取得し，上記仮説に

ついて直接的な検証を行ったので，その結果を以下の

とおり報告する。

（１） 分析 1

（ⅰ） 分析方法

特許公報の発行前後で，米国の審査官の引用傾向に

どのような変化があるかについて分析した。

仮に，米国において特許公報を優先して引用する審

査官が存在しているのであれば，米国において特許公

報が発行された特許出願は，特許公報の発行に伴い，

審査官によって引用される頻度が増加すると予想され

る。

このことを確認するための分析を，4.（2）において

抽出した米国出願 2,145件のうち，米国において特許

が成立し，特許公報が発行された出願（1,249件）に対

して行った。また，比較対象として，特許公報が発行

されなかった出願（896件）についても同様の分析を

行った。

（ⅱ） 分析結果

分析結果を図 6に示す。なお，米国[公開+特許]及

び米国[公開]の定義は，図 5に示したとおりである。

米国[公開+特許] の値は，特許公報発行の前年

（0.098）に対し，特許公報発行の翌年には約 3.8倍の数

値（0.376），2年後には約 4.6倍の数値（0.451）を示し

ており，特許公報の発行の前後で特に顕著に増加して

いることが確認された（図 6A）。比較対象である特許

公報が発行されなかった出願についての分析結果（図

6B）においては，時間の経過に伴って増加傾向は見ら

れるものの，図 6Aで見られるような顕著な増加は観

察されなかった。

Ａ．「特許公報が発行された出願」における米国[公開＋特許]の推移

図 6 年ごとの米国[公開+特許]又は米国[公開]の平均値の推移

Ｂ．「特許公報が発行されなかった出願」における米国[公開]の推移（比較対象）
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これらの結果は，米国においては，特許公報が発行

されると，審査官によって引用される頻度が顕著に増

加する傾向があることを示している。

さらに，技術区分ごとに同様の分析を行った結果，

程度の差は多少見られたが，いずれの技術分野におい

ても類似の傾向が観察された（データは省略）。この

結果は，特許公報の発行を境に，審査官によって引用

される頻度が顕著に増加する傾向は，技術分野に依存

しない一般的な傾向であることを意味している。

（２） 分析 2

（ⅰ） 分析方法

上記で分析対象とした米国出願 2,145件（4．（2）に

おいて抽出した米国出願）に対し，それらの特許公報

又は公開公報を引用している後の出願（2,792 件）を特

定し，次いで，それらの出願を審査した米国審査官

882名に対してスモールスケールの分析を行い（デー

タは省略），特許公報を優先して引用していると予測

される審査官 9 名（特許優先引用審査官①〜⑨）及び

公開公報を優先して引用していると予測される審査官

8 名（公開優先引用審査官①〜⑧）の計 17 名の米国審

査官を選定した。

そして，選定したそれらの審査官の引用傾向をより

詳細に分析するため，2003 年から 2012 年の間の 10 年

間に，それらの審査官が単独の Primary Examiner と

して担当し(34)，特許公報が発行された特許出願の全件

を抽出し，各出願の審査過程において審査官が実際に

引用した特許文献を，表 3 に示すとおり区分してカウ

ントした。

公開公報

公開公報

特許公報

特許公報

引用文献

の種類
状況

表 3 引用文献の区分

公開のみ引用可能

両方引用可能

特許のみ引用可能

カウントの条件

引用された特許公報のうち，
「審査対象出願の優先日におい
て，公開公報が発行されてい
なかったもの」をカウント

その他
公開公報
又は

特許公報

引用された特許文献（公開公
報又は特許公報）のうち，「審
査対象出願の優先日において，
未公開であったもの」をカウ
ント

※新規性又は進歩性を否定する

ための根拠としてではなく，単

なる参考文献として引用する場

合には，優先日において未公開

の文献も引用可能。

※優先権の主張を認めない場合

にも，優先日において未公開の

文献を引用可能。

引用された特許公報のうち，
「審査対象出願の優先日におい
て，公開公報が発行されてい
たもの」をカウント

引用された公開公報のうち，
「審査対象出願の優先日におい
て，特許公報が発行されてい
たもの」をカウント

引用された公開公報のうち，
「審査対象出願の優先日におい
て，特許公報が発行されてい
なかったもの」をカウント

このような区分を行うことで，公開公報と特許公報

の両方を引用可能な場合に，どちらが優先して引用さ

れているかを把握でき，また，公開公報しか発行され

ていない段階で，どの程度の件数を審査官が引用して

いるかを確認できる。

なお，審査官別の分析を行うに当たっては，無料の

オンライン特許情報データベースである「Free

Patents Online」（http://www.freepatentsonline.com

/）(35)を利用した。

（ⅱ） 分析結果

分析の結果，表 4に示すとおり，「特許優先引用審査

官①〜⑨」は，公開公報と特許公報の両方を引用可能

な場合であっても，90%以上の割合（91.7％）で特許公

報を引用していることが確認された。また，特許公報

が発行される前の段階（公開のみ引用可能）では，平

均 0.1 件しか公開公報を引用しておらず，「公開優先審

査官①〜⑧」の平均 0.65件に比して，非常に低い頻度

でしか公開公報を引用していないことが明らかとなっ

た。特許公報が発行され，両方を引用可能となった場
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合には，平均 0.56件の特許公報を引用していることか

ら，「特許優先引用審査官」は，実際に，公開公報をほ

とんど引用せず，特許公報を優先して引用しているこ

とが理解できる。

他方，「公開優先引用審査官①〜⑧」については，特

許公報が発行される前であっても，公開公報を平均

0.65件引用しており，「特許優先引用審査官」の候補

（0.10）の約 6.5倍の頻度で公開公報を引用し，また，

両方引用可能な場合には，半数以上の割合（50.9%）で

公開公報を引用していることが確認された。

表 4 米国審査官の引用傾向の詳細分析（全体）

さらに，表 5に，全 17 名の審査官の個別の詳細分析

結果を示す。表 5では，審査官を，「両方引用可能」な

場合において公開公報を引用する比率が高い順番に並

べたが，この比率の低い方から 9 名が「特許優先引用

審査官①〜⑨」であった。これらの審査官は，「公開の

み引用可能」における公開公報の平均審査官引用件数

の値も低く，特に，「特許優先引用審査官①」及び「特

許優先引用審査官②」は，優先日前に公開された公開

公報を約 0.01 件（100 件審査して約 1 件）しか引用し

ておらず，実際に公開公報をほとんど引用していない

ことが確認された。

また，「公開優先引用審査官①〜⑧」は総じて公開公

報を積極的に引用する傾向を有していたが，特許公報

が発行された後（両方引用可能）において公開公報を

最も積極的に引用する審査官であっても，公開公報を

引用する割合は 78.7%であった。

このことは，「公開優先引用審査官」であっても，特

許公報の発行後は，ある程度の頻度で特許公報を引用

していることを示している。

さらに，興味深いことに，「両方引用可能」な場合

に，特許公報と公開公報の両方を引用している審査官

も確認された。例えば，「公開優先引用審査官④」は，

「両方引用可能」な場合に引用した特許公報（0.48）の

約 54%（0.26）について，対応する公開公報も同時に引

用していた。

表 5 米国審査官の引用傾向の詳細分析（個別）

（３） まとめ

上記の分析結果を踏まえると，「出願公開制度の導

入後も，優先的に特許公報を引用し，必要な場合のみ

公開公報を引用する審査官が存在している」という仮

説は，正しいものであったと結論付けることができ

る。

これを含め，上記分析によって得られて知見をまと

めると，米国において公開公報のみならず特許公報が

少なからず引用されている原因として，以下の 3つを

提示することができる。

Ａ．米国には，「公開公報をほとんど引用せず，特許公

報を特に優先して引用する審査官」（特許優先引

用審査官）が存在する

Ｂ．米国には，「公開公報を優先的に引用する審査官」

（公開優先引用審査官）が存在するが，特許公報の

発行後には，ある程度の頻度で，公開公報に代え

て特許公報を引用する

Ｃ．米国には，「特許公報の発行後には，公開公報に加

えて，特許公報を追加して引用する審査官」が存

在する

これら A〜C はいずれも，図 6 において観察され

た，「特許公報が発行されると，審査官によって引用さ

れる頻度が顕著に増加する」という現象の原因となっ

ていると考えられる。
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６．米国における審査官前方引用件数の有用性の

検証

上記分析の結果，日本と米国では審査官の引用傾向

が異なっており，米国においては，特許公報が発行さ

れると，審査官によって引用される頻度が顕著に増加

することが明らかとなったが，この結果は，日米にお

ける審査官前方引用件数の研究に対して大きな影響を

及ぼす可能性がある。

具体的には，3.（4）で述べたとおり，筆者らは，日

本における審査官前方引用件数は，出願グループ間の

比較分析において，「特許出願の潜在的価値」の指標と

しての有用性を有することを検証したが，上述のよう

な日米審査官の引用傾向の相違を考慮すると，出願公

開制度導入後の米国において，審査官前方引用件数を

同様の指標として使用できるとは，直ちには結論付け

ることができない。

そこで，以下の 2点について検証することを目的と

して分析を行ったので，その結果を報告する。

・日米における審査官の引用傾向の相違が，「審査官前

方引用件数」と「特許出願の潜在的価値」との関係

に，どのような影響を及ぼすか。

・米国においても審査官前方引用件数を「特許出願の

潜在的価値」の指標として使用し得るか。

（１） 分析のアプローチ

ここでは，4．における分析と同様に，日米において

実質的に等価な特許出願の組み合わせを分析対象とし

た。これにより，出願内容の相違に起因する影響を排

除できる。すなわち，日米における引用傾向の相違に

起因する影響を，より直接的に分析することが可能と

なる。

そして，潜在的価値の指標として，日米における最

終審査結果の組み合わせを用いて分析を行った。上述

（3．（1）参照）のとおり，特許出願段階における出願

人の自己選択は，「特許出願の潜在的価値」の相対的な

比較によって決定されると考えられることから，相対

的に潜在的価値の低い特許出願は審査過程で淘汰され

やすいため，潜在的価値の高い特許出願の方が，特許

が成立する可能性がより高くなると考えられる。換言

すると，最終審査結果として特許が成立した出願グ

ループの方が，特許が成立しなかった出願グループよ

りも，総じて相対的に高い潜在的価値を有する出願で

あると考えられる。

したがって，日米における最終審査結果の組み合わ

せに基づいて分析対象を以下の 4つの出願グループに

区分すると，それらの潜在的価値は図 7に示すような

順序になると予測される(36)。

・日米両方で特許が成立した出願グループ（G1[米

○日○]）

・米国のみで特許が成立した出願グループ（G2[米

○日×]）

・日本のみで特許が成立した出願グループ（G3[米

×日○]）

・日米両方で特許が成立していない出願グループ

（G4[米×日×]）

図 7 4つの出願グループの相対的な潜在的価値（日米共通）

このため，仮に，米国における審査官前方引用件数

（米国[公開+特許]又は米国[公開]）(37)が特許出願の潜

在的価値の指標として使用し得るのであれば，上記

G1 から G4までの出願グループの審査官前方引用件

数も，図 7に示すような順序になるはずである。

（２） 分析方法

4.（2）と同じ方法によって，日米において実質的に

等価な特許出願の組み合わせ（2,145件）を抽出した。

そして，それらを日米における最終審査結果に基づ

いて，上記 G1 から G4の 4つのグループに区分し，日

米それぞれの国における審査官前方引用件数を，サイ

テーションタイプ別に集計した。なお，各サイテー

ションタイプの定義は，図 5に示したとおりである。

（３） 分析結果

分析結果を図 8①〜③に示す。この結果，日本[公

開+特許]及び日本[公開]については，いずれも審査官

前方引用件数の値は図 7に示すとおりの順序となった

が（③参照）(38)，米国[公開＋特許]（①参照）及び米国

[公開]（②参照）については，いずれもこの順序にな
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らないことが明らかとなった。

① 米国[公開＋特許]

② 米国[公開]

図 8 4 つの出願グループの相対的な潜在的価値と審査官前方

引用件数との関係

③ 日本[公開＋特許]及び日本[公開]

（４） 考察

以下，図 8のような結果が得られたことに対して，

日本と米国における審査官の引用傾向の相違が，どの

ように影響しているかについて考察する。

（ⅰ） 加算バイアス

まず，米国の公開公報と特許公報の両方を審査官前

方引用件数としてカウントしているサイテーションタ

イプである米国[公開+特許]（図 8①参照）において，

本来潜在的価値が同等であるか，または高いはずであ

る G3[米×日○]よりも，G2[米○日×]の方が有意に

大きい値を示した理由について検討する。

米国で特許が成立した出願グループ（G1[米○日○]

や G2[米○日×]）では，米国の審査官は特許公報と公

開公報の両方を引用し得るのに対し，米国で特許が成

立していない出願グループ（G3[米×日○]や G4[米×

日×]）では，公開公報のみを引用し得る。ここで，米

国には「公開公報をほとんど引用せず，特許公報を特

に優先して引用する審査官」（5.（3）A.参照）が存在し

ていることを考慮すると，米国[公開+特許]において

G3[米×日○]よりも G2[米○日×]の方が大きい値を

示した理由を理解することができる。すなわち，米国

[公開+特許]のように，特許公報の審査官前方引用件

数をカウントするサイテーションタイプにおいては，

「公開公報をほとんど引用せず，特許公報を特に優先

して引用する審査官」の存在に起因して，米国で特許

が成立した出願グループ（＝特許公報が発行された出

願グループ（G1[米○日○]，G2[米○日×]））におい

てのみ，審査官前方引用件数が「加算」されたのだと

理解できる（以下，このような「加算」に起因するバ

イアスを，「加算バイアス」という）。このように，日

米における審査官の引用傾向の相違に起因して，米国

においては「加算バイアス」が生じていると考えられ

る（図 9も参照）。

このような「加算バイアス」の存在は，図 6（5.（1）

（ⅰ）参照）からも確認できる。「特許公報が発行され

た出願」（図 6A）では，特許公報の発行に伴って，米

国[公開+特許]の値が顕著に増加することが確認され

るのに対し，「特許公報が発行されなかった出願」（図

6B）では，米国[公開]の値（特許公報が発行されない

ため，この値は米国[公開＋特許]と等しくなる）につ

いて，そのような増加は見られない。すなわち，「特許

公報が発行された出願」においてのみ，特許公報の発

行に伴って，米国[公開+特許]の値が「加算」されてい

ることが理解できる。

（ⅱ） 置換バイアス

次に，米国の公開公報の審査官前方引用件数のみを

カウントしているサイテーションタイプである米国

[公開]（図 8②参照）において，本来最も潜在的価値

が高いはずである G1[米○日○]が，G3[米×日○]よ

りも小さい値を示した理由について検討する。

米国で特許が成立しなかった出願グループ（G3[米

×日○]，G4[米×日×]）では，特許公報が発行されて

いないため，米国の審査官は公開公報のみを引用し得

るのに対し，米国で特許が成立した出願グループ(G1

[米○日○]，G2[米○日×])では，特許公報と公開公

報の両方を引用することが可能である。ここで，米国

においては，「特許公報の発行後に，公開公報に代えて
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特許公報を引用する審査官」（5.（3）B.参照）が存在し

ていることを考慮すると，米国[公開]において，G1

[米○日○]よりも G3[米×日○]の方が大きい値を示

した理由を理解することができる。すなわち，米国

[公開]のように，公開公報の審査官前方引用件数のみ

をカウントするサイテーションタイプにおいては，

「特許公報の発行後に，公開公報に代えて特許公報を

引用する審査官」の存在に起因して，米国で特許が成

立した出願グループ（＝特許公報が発行された出願グ

ループ（G1[米○日○]，G2[米○日×]））において，公

開公報の代わりに特許公報が引用され，その結果，公

開公報の審査官前方引用件数が減少したのだと理解す

ることができる（以下，引用される文献のこのような

「置換」に起因するバイアスを，「置換バイアス」とい

う）。このように，日米における引用傾向の相違に起

因して，米国においては「置換バイアス」が生じてい

ると考えられる（図 9も参照）。

（ⅲ） 加算バイアス及び置換バイアスのモデル図

上記 2種類のバイアスを組み合わせたモデル図を図

9示す。いずれのバイアスについても，影響を受ける

のは，米国で特許公報が発行された出願グループ（G1

[米○日○]，G2[米○日×]）のみである。これらの出

願グループは，米国[公開+特許]においては，公開公

報と特許公報の両方をカウントしていることから，置

換バイアスの影響は受けないが，特許公報をカウント

しているため，加算バイアスの影響を受ける。一方，

米国[公開] においては，特許公報をカウントしない

ため，加算バイアスの影響は受けないが，置換バイア

スの影響を受けることになる。

図 9 加算バイアス及び置換バイアスのモデル図

（ⅳ） 米国における審査官前方引用件数の有用性

上記のような分析結果を踏まえて，米国における審

査官前方引用件数である米国[公開+特許]又は米国

[公開]を，「特許出願の潜在的価値」の指標として使用

し得るか否かについて検討すると，いずれも，G4[米

×日×]が一番低い値を示している点などから，ある

程度の妥当性で「特許出願の潜在的価値」の指標とし

て使用することが可能であると考えられる。

しかしながら，出願公開制度の導入に伴い，上述の

ような「加算バイアス」や「置換バイアス」が生じて

おり，その結果，「特許出願の潜在的価値」の指標とし

ての妥当性は低下していると考えられる。したがっ

て，米国における審査官前方引用件数（米国[公開+特

許]及び米国[公開]）を「特許出願の潜在的価値」の指

標として使用するに当たっては，十分に注意が必要で

ある。

また，2.（2）に記載したように，審査官前方引用件

数は，「特許の価値」の指標として使用し得ることが知

られているが，上記の分析結果を踏まえると，出願公

開制度の導入後に，審査官前方引用件数を「特許の価

値」の指標として用いるに当たっても注意が必要であ

る。分析対象を特許が成立した出願のみに限定する場

合には，上述した「加算バイアス」や「置換バイアス」

による影響を考慮する必要はないが，米国においては

「公開公報を優先的に引用する審査官」（公開優先引用

審査官）が存在していることから，審査官前方引用件

数をカウントするに当たっては，「特許公報」のみなら

ず，「公開公報」の前方引用件数もカウントすることが

必要である。そして，「公開公報」の前方引用件数もカ

ウントするのであれば，「公開公報」と「特許公報」の

両方の切断バイアス（3．（2）参照）を考慮する必要が

ある。これは，「特許公報」が発行された年が同じで

あっても，「公開公報」が発行された年が大きく異なれ

ば，その前方引用件数にバイアスが生じる恐れがある

し，逆に，「公開公報」が発行された年が同じであって

も，「特許公報」が発行された年が大きく異なれば，同

様のバイアスが生じる恐れがあるためである。

このような問題への対策としては，例えば，「特許公

報」の発行から一定の期間に限定して，「特許公報」及

び「公開公報」両方の審査官前方引用件数をカウント

して比較する，という手法などが考えられる。
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７．おわりに

以上のとおり，本稿では，特に審査官前方引用件数

に着目して，先行研究を紹介するとともに，これまで

に筆者らが行った一連の研究成果の概要を報告した。

特に，5．及び 6．では，日本と米国における審査官

の引用傾向の相違やその原因を明らかにするととも

に，その相違に起因するバイアスの存在を確認した

が，この知見は，特許の価値に関する分析に限らず，

特許引用情報を用いた多くの研究に影響を及ぼすもの

と考えられる。今後，米国の特許引用情報を用いて研

究を行うにあたっては，特許公報と公開公報の引用傾

向が審査官によって大きく異なっていること，及び，

それに起因して，加算バイアスや置換バイアスが生じ

ていることについて，十分に留意する必要があろう。

これに加えて，時間の経過に伴って，米国の審査官

の引用傾向が変化していく可能性が高い点にも注意が

必要である。既に公開されている出願公開制度導入前

の特許公報は今後も永遠に先行技術として存在し続け

ることから，特許公報を引用する必要性が消滅するこ

とはない。しかしながら，時間が経過すればするほ

ど，公開公報が次々と蓄積されていき，それに伴い，

公開公報をほとんど引用せず，特許公報を特に優先し

て引用する審査官は減少していくものと予想される。

最終的には，米国においても日本と同様に，ほとんど

の引用文献が公開公報となる可能性は十分にあり得る

と考えられる。その場合には，上記のバイアスも消滅

すると考えられることから，このような時間経過によ

る影響についても，今後の研究においては着目する必

要がある。

※本稿は，筆者が東京大学新領域創成科学研究科において博士

（科学）を取得（2016年 6 月）した際に提出した博士論文の内

容を，パテント誌で公表するために要約・再構成したもので

ある。なお，本稿に示した意見・考察は筆者の私見であり，

特許庁の公式見解を示すものではない。
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(16)本研究では，2011 年 3月時点の IIP パテントデータベース

を用いた。

(17)Goto, A. & Motohashi, K. (2007). Research Policy, 36,

1431‒1442.

(18)各出願に付与された筆頭 IPC に基づき，WIPOの提供す

る0IPC - Technology Concordance Table1に沿って，35の

技術区分に分割した。

(19)Yasukawa ら・前掲注(15)より抜粋（一部改変）。

(20)この調査においては，全出願人の住所が日本国内である特

許出願に限定して分析を行った。これは，外国の出願人を含

む出願については，出願国数が 1（日本のみ）となるケースが

極めてまれであることを考慮したためである。外国の出願人

を含む場合，どこか 1か国だけに出願するとしたら，ほとん

どの場合，それは日本ではなく，日本以外の国であると考え

られる。そのような出願は分析対象に含まれないため，外国

の出願人を含む出願を加えて出願国数に関する検証を行った
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場合，選択バイアスが発生すると考えられる。

(21)Yasukawa ら・前掲注(15) より抜粋（一部改変）。

(22)例えば，以下の文献を参照。

・Michel, J. & Bettels, B. (2001). Scientometrics, 51, 185-

201.

・Meyer・前掲注(14)参照

(23)Yasukawa, S. & Kano, S. (2015). Scientometrics, 102(2),

1189-1205.

(24)Yasukawa ら・前掲注(23) より抜粋（一部改変）。

(25)この分析では，出願公開制度導入後の米国特許出願のみを

分析対象とした。そのため，米国においてA1 公報（公開公

報）が発行されている出願に限定している。

(26)DOCDBにおいては，専門家の評価に基づき，新たな技術

的内容を追加する出願は，新たなファミリーとして収録され

るため，同一ファミリー内の特許明細書に記載されている技

術は，実質的に同じ内容であると解することができる。

(27)本分析においては，米国と日本の両出願の同一性が極めて

重要な前提となっていることから，明細書に記載されている

内容のみならず，請求項の内容までもが一致している可能性

が高いと考えられる特許出願の組み合わせのみに限定するこ

とがより望ましいと考えられる。

(28)実際には，この方法によって抽出された組み合わせにおけ

る日米両国に対する特許出願は，必ずしも等価であるとは限

らない。これは，この方法においては，実際に特許請求の範

囲の内容を確認・比較しているわけではなく，あくまでも請

求項数や発明者数などの間接的な特許情報に基づいて等価な

特許出願である可能性が高い特許出願の組み合わせを抽出し

ているに過ぎないためである。しかしながら，現実にはその

ようなノイズはそれほど多くないと考えられ，特に，この方

法によって抽出された出願の組み合わせは，少なくとも

DOCDB上で同一のパテントファミリーに属しており，両国

への出願の明細書が同一であることは，専門家の評価に基づ

いて担保されている。したがって，請求項の内容が完全に同

一でない組み合わせが多少混入していたとしても，本分析の

結論にはほとんど影響を及ぼさないと考えられる。

(29)両出願の出願日の差が大きい場合，分割出願等である可能

性も高く，請求項数が一致していたとしても，その内容が異

なる可能性が高くなるため，3.の要件を課した。なお，12月

という期間は，「工業所有権の保護に関するパリ条約」（以下，

単に「パリ条約」という）に基づく優先権主張が可能な期間

が，第一国への最初の出願の日から 12月である（パリ条約第

4 条 A(1)）ことを考慮したものである。

(30)この分析においては，3．における分析とは異なり，出願

年度や技術区分の相違を考慮した基準化は行わず，審査官前

方引用件数をそのままカウントした数値を用いた。しかしな

がら，日米において実質的に等価な特許出願の審査官前方引

用件数を比較していることから，日米比較における技術分野

ごとの出願傾向の違いを考慮する必要は無く，また，上記の

とおり，出願日の差も最大で 12月であるため，切断バイアス

による影響も最小限に止まると考えられる。

(31)Yasukawa ら・前掲注(23)より抜粋（一部改変）。

(32)米国[公開+特許]の値は，必ずしも米国[公開]の値と米国

[特許]の値の和とはならない。これは，例えば，分析対象の

出願の公開公報と特許公報の両方が，1件の後の出願によっ

て同時に引用された場合，米国[公開]の値は 1，米国[特許]

の値は 1であるが，米国[公開+特許]も 1となるためである。

本分析では，あくまでも何件の後の出願によって引用された

かをカウントしているため，このような結果となる。

(33)Yasukawa ら・前掲注(23)参照

(34)Assistant Examiner が関与している特許は分析対象から

除外した。

(35)審査官名は，必要に応じて名寄せを行った（例：「○○ ,

Will J」と「○○ , William J」など）

(36)G2[米○日×]と G3[米×日○]については，どちらの方が

高い潜在的価値を有するか，直ちに明確な結論は出せない

が，両者の潜在的価値に大きな差はないと考えられる。仮に

差が生じるとすれば，分析対象とした 2,145件中，最終的に

特許が成立しているのは，日本では 1,021 件（約 48%）である

のに対し，米国においては 1,250 件（約 58%）であり，米国の

方が日本よりも特許が成立しやすい，すなわち，潜在的価値

が低くても淘汰されにくいのであるから，G3[米×日○]の方

が，G2[米○日×]よりも潜在的価値が高くなると考えられ

る。

(37)米国 [特許]が出願グループの潜在的価値の指標となるこ

とはあり得ない。なぜなら，特許公報の前方引用件数は，そ

れぞれの国で特許が成立しない場合には必然的に 0 となり，

特許が成立した場合のみ 0 以外の数字を取り得るためであ

る。結果的に特許が成立しなかったからといって，それらの

出願グループの潜在的価値（将来的に得られると期待された

利益）が 0であった，と結論付けることは明らかに不適切で

ある。

(38)この分析においても，審査官前方引用件数を基準化するこ

となく分析を行ったが，潜在的価値が高いと考えられる出願

グループほど，審査官前方引用件数が大きい，という結果が

得られた。本分析の分析対象はランダム抽出されたものであ

るため，技術分野に大きな偏りはないと考えられ，かつ，分

析対象の出願の出願年度も 2001-2005年度と比較的狭い範囲

である。このような場合には，審査官前方引用件数を特許出

願の潜在的価値の指標として使用するに当たり，基準化する

必要は必ずしもないものと考察される。

(原稿受領 2016. 11. 6)
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